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令和８年６月号 くらしのお知らせガイド 

リチウムイオン電池などは、破損や強い衝撃により発火する危険がありますので、必ず透明
または半透明な袋に入れて、有害ゴミの日に出してください。絶対に、通常の燃やせるゴミ、
燃やせないゴミの袋には入れないでください。 
 近年、全国的にもゴミ収集車やゴミ処理施設での火災事故が発生していますので、安全なゴ
ミ収集・ゴミ処理を行うため、ゴミの適正分別にご協力をお願いします。 
 なお、充電式電池を内蔵した小型電子機器（モバイルバッテリー、電気シェーバー、電子・
加熱式たばこ、ハンディ扇風機など）は、電池が取り外せるものは電池を取り外し、小型電子
機器本体は燃やせないゴミ、電池は有害ゴミとしてください。電池が取り外せない構造の機器
は、発火などの恐れがあるため、無理に外さないで、そのまま有害ゴミとして出してください。 

◆ 問合せ先 町民課衛生係 0136-62-2535  南部後志衛生施設組合 0136-62-3166 

 今年度の国民健康保険税については、新たに創設された「子ども・子育て支援納付金制度」
により、負担増となりますが、北海道から示された「標準税率」を参考に、「医療分」の所得割
と均等割を引き下げ、負担軽減を図るとともに、課税限度額と軽減判定所得基準の改正を行い
ました。 
 皆さんが安心して医療を受けるために必要な改正となりますのでご理解をお願いします。 
 ◆ 税率 ◆ 課税限度額 

〈昨年度と今年の比較〉 

◆ 軽減判定所得基準 

 均等割、平等割の軽減対象となる世帯の軽減判定
所得基準を引き上げました。 

５割軽減【３０．５万円から３１万円に引上げ】 

→４３万円（基礎控除額）＋（給与所得者等の数－1） 

×１０万円＋３１万円×（被保険者数） 

２割軽減【５６万円から５７万円に引上げ】 

→４３万円（基礎控除額）＋（給与所得者等の数－１） 

×１０万円＋５７万円×（被保険者数） 

医療分に係る課税限度額を６６万円から６７万
円に引き上げ、子ども・子育て支援納付金の限度額
を３万円としました。 

令和８年度 令和７年度

所得割 6.3% 7.8%

均等割 ２２，０００円 ２５，０００円

平等割 ２２，０００円 ２２，０００円

所得割 2.6% 2.6%

均等割 ８，０００円 ８，０００円

平等割 ８，０００円 ８，０００円

所得割 1.9% 1.9%

均等割 ７，８００円 ７，８００円

平等割 ５，８００円 ５，８００円

所得割 0.29%

均等割 １，０００円

18歳以上均等割 １００円

平等割 １，０００円

医療分

後期高齢
支援分

介護分
(40歳以上

６５歳未満）

子ども・
子育て
支援

納付金分

区　　分

医療分
後期高齢

支援分
介護分

子ども・子育て

支援納付金分
限度額

＋ ＋ ＋ ＝６７万円
（＋１万円）

２６万円
（変更なし）

１７万円
（変更なし）

３万円
（新設）

１１３万円
（＋４万円）

 経済センサス‐活動調査は、我が国すべての産業分野における事業所の活動状態などの基本
的な情報を明らかにすることを目的に２０２６年６月 1日を基準日として実施されます。 

 調査員が事業所の活動状態を現地で確認し、新たに把握した事業所など一部の事業所には、調
査票を配布させていただきます。 
 調査の趣旨や必要性をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。 

◆ 問合せ先 企画課地域調整係 0136-62-2608 



② 

札幌弁護士会では、法律相談や事件解決の
依頼を行いやすくするため、相談センターを
開設しています。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月号 くらしのお知らせガイド 

交付申請に必要な書類は次のとおり

 
 ◆ お問い合わせ先 

 ●家庭では・・・ 

 テレビやゲームを消して家族で読書。 

 小さな子どもには絵本の読み聞かせを。 

 ６月２３日（火）に移動献血車「ひまわり
号」が各地区を巡回します。 
実施場所と時間は下記のとおりです。 

 採取した血液は、輸血や血液製剤の原料と
して使用されます。身近なボランティアであ
る献血にご協力をお願いします。 
  

 広報５月号に町民の皆さんから町政に
対する声を寄せていただく「私の疑問・意
見・提案・情報」を折り込みました。 
 町の考えについて誌面での回答を希望す
る場合は、疑問・意見などの趣旨や内容の
確認で連絡させていただく場合があります
ので、名前と連絡先の記入をお願いします。
（名前を伏せての掲載も可能） 
 また、内容によっては直接ご本人へ回答
させていただく場合もあり、名前などを記
入されていないと回答ができないこともあ

りますのでご了承ください。 

 

◆ 受験資格 

（１）令和８年４月１日において、高等学
校又は中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して３年を経過し
ていない者 

（２）令和９年３月までに、高等学校又は中
等教育学校を卒業する見込みの者 

◆ 受付期間 

６月１２日（金）～６月２４日（水） 

◆ 試験期日 

第１次試験 ９月６日（日） 

◆ 申込方法 

 国家公務員採用試験インターネット申
込みページ（https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html）から申込みください。 

◆ 問合せ先 

札幌国税局人事第２課採用担当 
 電話 011-231-5011 内線 2315 
倶知安税務署総務課 
 電話 0136-25-1009 

実施場所 時　　　間

歌棄慈光園前

寿都警察署前

役場前

    午前　9時 ～ 9時45分

    午前１０時３０分 ～ 午後０時３０分

    午後　２時 ～ ５時

今月の古紙回収は、下記の日程で実施し
ます。 

古紙は当日の午前８時３０分までに玄
関前に出してください。 

集められた新聞や雑誌は再生紙として
リサイクルされますので、新聞や雑誌は種
類ごとに分け、きれいに束ねてから出して

ください。 
 

町民課衛生係 電話 0136-62-2523 
 

◆ 問合せ先 

六条町～政泊町の 国道から海側 １１日（木）

回 収 地 域 回 収 日

六条町～政泊町の 国道から山側 　９日（火）

１３日（土）磯 谷 町 ～ 樽 岸 町

◆日程 ６月１０日（水）、１７日（水）、 

     ２４日（水） 

   ７月 １日（水）  

◆会場 岩内町字高台８４－３ 

    しりべし弁護士相談センター 

※相談は、事前予約が必要です。 
予約受付時間 
平日 午前１０時から午後４時まで 
電話 0135-62-8373 


